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Ⅰ．報告事項 

１．【会議関係】 

・11 月 12 日(水) 09:30 会報印刷・回覧配布（役員） 

・11 月 16 日(日) 08:00 自治会内一斉清掃 （会員） 

・11 月 16 日(日) 09:40 上溝中学校避難所運営訓練（役員、運営協議会委員） 

・11 月 28 日(金) 20:00 星が丘消防団後援会理事会（大島） 

・12 月 06 日(土) 18:00 12 月度定例役員会（役員） 

２．【横山南部共存連絡協議会関係】 

横山団地第 1 集会所の階段に手摺を設置する為、階段部分の土地の使用許可申請書を

11 月 13 日に神奈川県に提出し、11 月 26 日付で「行政財産使用許可書」を受け取りま

した。手摺の部材は解体予定の横山団地に設置している手摺を無償で神奈川県から譲

り受けましたので年内に手摺の設置工事を行う予定です。 

３．【防犯・防災関係】 

3-1. 上溝中学校避難所運営訓練の報告 

11 月 16 日(日) 10 時から 12 時頃まで、「相模原市直下を震源とする地震が発生し市

内で最大深度 6強を観測し、建物崩壊、火災等の被害が発生している」事態を想定し、

上溝中学校に於いて避難所運営訓練を実施しました。 

当自治会からは 11 名参加し、次の訓練を実施しました。  

① 体育館入口付近で」避難者受入れ訓練（避難者の体温測定、避難者の受付） 

② 避難者を体育館内の自治会毎の区画に誘導。 

③ 体育館内で、各自治会毎に敷きシートを並べ、テントの組立、更衣室用テントの組

立、エアーベットの空気入れ、段ボールベットの組立 等。 

④ 屋外において、防災倉庫より仮設トイレを搬出し、組立、分解、梱包、防災倉庫へ

の搬入と片付け。 

※ 避難所の運営には避難者の人数を正確に把握する必要がありますが、避難者が集中

して訪れた場合の受付は混乱するのでマニュアル化と訓練が必要と感じました。 

※ テントの組立や仮設トイレの組立は、人手が有れば速やかに組立可能と思います。 

3-2. 防犯灯の撤去について 

横山 3-8-9 の白石様宅の敷地内に設置されている防犯灯については、移設先が確保出

来なかったので撤去申請書を 11 月 19 日に地区連事務局に提出しました。 

2025 年 12 月 10 日 発行 

（２０２５－１２月号） 

● 早々と来年度の班長、組長の名簿が出揃いましたが本部役員候補
者の選出が難航しています。組長との兼任を含め検討をお願いし
ます。 

● お忙しい年の瀬ですが、防災・防犯・詐欺・交通事故に、十分留
意していただき、新しい年をお迎えください。 
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3-3. 市道相模原横山線の道路照明灯の球切れについて 

横山交差点付近の道路照明灯の球切れについては 11 月 10 日に中央土木事務所に連絡

し、13 日には改修された事を確認しました。 

3-4. 星が丘消防団後援会理事会の報告 （11 月 28 日開催）  

１）年末特別警戒巡視：2025 年 12 月 26 日～12 月 31 日の 20 時～24 時に実施します。 

２）出初式：2026 年 1 月 11 日(日)の 7 時～12 時に実施します。（消防団詰所にて） 

４．【協力事業関係】 

4-1．自治会内一斉清掃 

11 月 16 日(日)、長久保第 2公園、市道 21 号線遊歩道路、横山 5丁目公園及び各自の 

住居前の一斉清掃を実施しました。 

参加人員の概数は長久保第 2 公園(1 組、3組、6組：8名)、市道 21 号遊歩道路(2 組、

5組、7組：22 名)、5 丁目公園(8 組、9組：8名)でした。 

4-2．市道 21 号線遊歩道のアダプト契約見直しについて 

当自治会は、市道 21 号線遊歩道の他に横山 5 丁目公園と長久保第 2 公園の計 3 箇所

のアダプト契約を結んでおり、この 3箇所について清掃を実施しています。 

近年、一斉清掃の参加者が徐々に少なくなっていますので、来年度は市道 21 号線のア

ダプト契約を解約し、横山5丁目公園と長久保第2公園の2箇所の清掃に注力します。 

11 月 26 日に中央土木事務所に出向き、来年度の市道 21 号線のアダプト契約は締結し

ない方針を伝え了承されました。正式には 3月末に契約解除の書類を提出します。 

５．【行政関係等】 

5-1．長久保第 2 公園の桜の木の伐採について 

11 月 26 日に桜の木が１本伐採された理由を公園課に問い合わせました。 

相模原市は今年の 4 月頃から倒木の可能性のある木の調査を進めて来た中で、伐採し

た桜の木は倒木の可能性がある危険木と判定された為、伐採したとのことです。 

また、残された桜の木については、倒木の恐れは無いが枝枯れが見られるので年内に枯

枝の剪定を実施する予定との回答でした。（桜の木の剪定作業は 12 月 8 日に実施済み） 

5-2．長久保第 2 公園の防災倉庫横の樹木の伐採について 

防犯カメラの撮影範囲を樹木が塞いでいる為、公園課に伐採を申し入れていましたが、

該当の樹木は 11 月 7 日午後に伐採して頂きました。（防犯カメラで確認した） 

5-3．「令和７年度補助事業等実績報告書」の提出について 

自主防災組織活動に対して相模原市から補助金(￥62,000)の交付を受けました。 

その補助金の使用実績報告書を 11 月 26 日に中央区役所地域振興課に提出し受理さ

れました。 

６．【会員動向】 

会員の入退会は有りませんでした。 

6-1．会員動向  12 月 1 日現在の会員数：１６６世帯(内 8世帯が二世帯会員)です。 
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７．【各組等からの報告】 

7-1. 【各組報告】 

ごみ集積所の掃除当番表が行方不明等ごみ集積所に関する報告がありました。 

自治会員以外の方も利用しているので利用者間で問題解決を図って欲しい。 

7-2. 【各担当報告】    

特に有りませんでした。 

 

 

Ⅱ．協議事項 

１． 令和７年大分市佐賀関大規模火災義援金について 

11 月 18 日に大分市佐賀関で発生した大規模火災により被災された方々を支援するこ

とを目的に義援金の募集が行われていますので、今年度の災害援助引当金 ￥28,000

を義援金として支出します。（12 月 8 日に日赤の指定口座に振込ました） 

２．2026 年度の班の見直しについて 

9 組の 2班は会員の退会により 2026 年度は班員がゼロになります。他の組でも会員の

高齢化と会員数の減少に伴い、班の構成の再編・見直しの希望が有りました。 

組織に関わる案件ですので総会で承認を得る必要が有りますが、2026 年度の班長、組

長、役員の選出にも関係しますので班構成の変更案をお知らせします。 

組 現行の班の構成 2026 年以降の変更案 

５組 1 班（7 世帯）、2 班（3 世帯） 

3 班（4 世帯）、4 班（6 世帯） 

現行の 1 班と 2 班を統合し ➡ 1 班（10 世帯） 

現行の 3 班と 4 班を統合し ➡ 2 班（10 世帯） 

９組 1 班（9 世帯）、2 班（1 世帯） 

3 班（6 世帯） 

2 班の会員が退会するため、1 班（9 世帯）と 

3 班を 2 班に繰り上げ 2 班（6 世帯）体制とする 

他の組長からも見直し希望が有りましたが、会員の意向を反映した具体的な変更案が提

出されませんでしたので今回は見送りとしました。 

３． 2026 年度の班長、組長、役員について 

各組長から 2026 年度の班長、組長、役員の名簿を提出して頂きました。組長と班長に

ついては出揃いましたが役員候補が未定の組がありますので全体の名簿公表は 1 月度

の会報で行います。 

４． スタンドパイプ班員の入れ替えについて 

スタンドパイプ班は、2024 年 10 月に発足した組織です。 

スタンドパイプ班員は操作技術習得のため訓練が必要ですので、班員の任期は「原則

として 3 年とし、再任を妨げない」としましたが 3 年ごとに総入れ替えするのでは無

く、毎年 3名程度を入れ替えて活動したいと思います。 

そこで 2026 年度の班員は 3 名程度を入れ替える予定です人選中です。 

退任予定者：近藤さん（1組）、吉川さん（5組）、押田さん（8組） 
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Ⅲ．１２月の活動案 

１．【清掃関連】 

1-1．自治会内一斉清掃について 

○日時：12 月 14 日(日) 午前 8時から 40 分程度。 

（ 3 丁目の本部役員は 7時 40 分に長久保第 2公園に集合） 

○内容：長久保第 2公園、市道 21 号線遊歩道路（グリーンプール駐車場入り口・ 

        光と緑の美術館）付近、5丁目公園、自宅前の除草と掃き清掃。 

○担当：全世帯が対象です。会員は各清掃担当場所に午前 8時に集合願います。 

清掃場所 担 当 備考(担当役員) 写真担当 

長久保第 2公園 1 組、3 組、6組 近藤、田所、鹿島、村上  

市道 21 号遊歩道路 2 組、5 組、7組 新木、大島、山﨑、吉田 新木 

横山 5 丁目公園 8 組、9 組 竪川、篠田  

自宅住居前 各自   

○雨天時の予備日は、12 月 21 日(日)とします。 

〇各自、名前付きの清掃用具を持参していただきますと助かります。 

〇今回は枯葉・落葉の清掃を中心に実施してください。 

 

２．【防犯・防災関連】 

2-1.黄色布の掲示訓練 

12 月 14 日(日)の一斉清掃に併せて、黄色布の掲示訓練を実施しますので会員は 8時

から 10 時の間、通りから見える位置に黄色布を掲示してください。  

災害発生時に会員家庭の安否確認を迅速に行うのに役立ちますので、普段の掲示訓練

から真剣に取り組んでください。 

今回は、一斉清掃終了後に各組長が黄色布の掲示状況の確認を行います。 

雨天の場合は 12 月 21 日(日)に順延します。 

 

Ⅳ．今後の主な日程と担当 

・12月 09日(火) 13:30 青色パトロール（湯田） 

・12月 10日(水) 09:30 会報印刷・回覧配布（役員） 

・12月 13日(土) 13:30 自治会長会議（湯田） 

・12月 14日(日) 08:00 自治会内一斉清掃 ＋ 黄色布掲示訓練（会員） 

・01月 07日(水) 09:30 会報印刷・回覧配布（役員） 

  

1 月度の定例役員会は中止します。 


